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              主       文 

      本件控訴を棄却する。 

      当審における未決勾留日数中，７０日を原判決の刑に算入する。 

              理       由 

 本件控訴の趣意は第１回公判期日に訂正された弁護人細井土夫作成の控訴趣意書

に記載されたとおりであるが，論旨は事実誤認及び量刑不当の主張である。 

そこで，原審記録及び証拠物を調査して検討する。 

１ 事実誤認の論旨について 

 ⑴ 論旨は，次のようなものである。すなわち，原判決は，犯罪事実第１として，

被告人が，平成２９年１月２０日午後２時１５分頃に岐阜市ＡＢ丁目Ｃ番地所在のＤ

歯科医院で，歯科医師であるＤ（５０歳）に対し，殺意をもって，頸部等を包丁で複

数回にわたり突き刺し，収容先のＥ大学医学部附属病院で同日午後３時０６分頃に頸

部刺創に基づき失血死させて殺害した，との事実を認定している。しかし，被告人に

殺意はなく，傷害致死罪が成立するにとどまるから，原判決には判決に影響を及ぼす

ことが明らかな事実の誤認がある，というのである。 

⑵ア 関係証拠によると，被告人が，本件当日に刃体の長さが１１．４センチメー

トル前後と１５．３センチメートル前後の包丁２本（以下，それぞれ「小型の包丁」

及び「中型の包丁」という。）を隠し持って本件歯科医院を訪ね，午後１時５５分頃か

ら院内の「診察室２」で，応対した被害者に対し，過去に受けた歯科治療に関する不

満等を述べ続けた後，午後２時１５分頃に上記各包丁を取り出した上，それらを用い

て頸部刺創を負わせた結果，間もなくその傷害に基づいて被害者を失血死させたこと

が明らかであるほか，次のような経過や事実を認定することができる。 

 イ  すなわち，被告人は，平成２２年３月から平成２８年７月にかけて断続的

に本件歯科医院に通院して抜歯を含む歯周病の治療を受けたが，平成２５年４月から

７月に左上１番の前歯を抜いた上，その両隣の歯４本を削って人口歯牙をかぶせるブ

リッジ治療を受けた。ところが，被告人は，平成２９年１月以降に，被害者が被告人
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に事前の説明なく実施したブリッジ治療が原因で歯の痛みや不具合が生じたなどと

して不満を訴えるようになり，同月１６日に手紙を投函し，翌１７日に被害者に面談

して直接に不満を訴えた上，翌１８日に慰謝料を要求し，２日後の本件当日に回答を

受けることになったものの，当日の午前中に被害者から連絡が来なかったことから，

３日前に購入した上記各包丁を携帯して本件歯科医院に赴き，当日午後１時５５分頃

から被害者と面談して約束した回答がないことや上記治療に関する不満を述べたが，

被害者は上記治療について事前に説明を行ったことや適切なものであったと応答し，

慰謝料の支払に応じない態度を変えなかった。 

すると，被告人は，同日午後２時１５分頃に至り，「分かりました。」と発言した後，

隠し持っていた上記各包丁を両手に持って被害者に刃先を向けたが，その直後に被害

者が「ちょっと勘弁してくださいよ。おいっ，警察呼べ，警察呼べ。」と叫び声を上げ

てから，被告人が「こんで終わりだ。俺も懲役行くわ。」と発言するまでの４０秒ほど

の間に，それらの包丁によって被害者の身体に多数の創傷を生じさせた。なお，歯科

助手として在院したＦの証言によると，Ｆは，被害者が「警察」と発言した直後にそ

の声を聞いて本件診察室前の廊下に出た際に，その室内で被告人と被害者が立った姿

勢で東西に向かい合っていた状況を目撃している。 

   本件の結果，被害者の身体に生じた創傷は３３か所に上り，そのうち哆開

創が顔面に２か所，頸部に１か所，胸腹部に３か所，左上腕に２か所，左手掌に６か

所（２か所は貫通して連続したもの），右手掌に５か所，左足に１か所存在したほか，

切創が右手掌に１か所生じていた。 

そして，被害者の受傷状況等について，解剖を実施したＥ大学大学院医学系研究科

法医学分野で教授を務めるＧ医師は，原審公判で次のような趣旨の証言をしている。

すなわち，致命傷となったのは左下顎付近の長さが４．５センチメートル前後，刺創

管長が７センチメートル前後で左側の外頸動脈と内頸静脈を完全に切断し，頸椎前面

に１．７センチメートル前後の切痕を形成した哆開創で，それにより相当量の出血を

して死に至ったものであり，それが最後の損傷と考えられる。また，前頸部左側の長
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さが５．７センチメートル前後，刺創管長が８センチメートル前後で気管前壁を切断

した哆開創がある上，肺に血液の吸引相が著明に認められることから，被害者が前頸

部左側を刺された後に複数回の深い呼吸をしたと見られるので，左下顎付近を刺され

るまでに相当な時間的間隔があったと考えられる。さらに，前頸部左側と左下顎付近

の哆開創について，位置と刃物の刺入方向が左右逆であることから，それらの哆開創

が連続した攻撃によって生じたとは考え難く，前頸部左側の創が生じた後に包丁の握

り方を変えたか，被告人と被害者の体勢が変わったかのいずれかの状況があったもの

と考えられる。その上，左手に手掌を貫通した哆開創を含む３か所の，右手に１か所

の，全く部位の異なる防御損傷が生じていることから，被害者は最低でも４回にわた

り刃物による攻撃を防御しようとしたと認められる，というのである。 

そして，Ｇ医師の上記証言は，法医学者としての知見に基づき実際に被害者を解剖

した所見を述べたものであるから，基本的に信用性が高いというべきである。 

   さらに，犯行後に本件診察室で倒れていた被害者は頭部を西側の壁に接し，

足を東側に向けた仰向けの状態であり，その頸部付近の着衣に小型の包丁が引っ掛か

っていたほか，刃と柄が分離して破損した中型の包丁が上半身の周囲に散乱していた。

また，被害者の周囲の床面に大量の血溜まりがあり，西側の壁の血液の付着は床面か

ら数十センチメートルまでの低い位置に多く，高い位置にほとんどない状態であった。 

   以上によれば，被告人は，その形状等を認識していた２本の包丁を用い，

４０秒ほどの間に被害者の頸部や胸腹部等の枢要部を含む部位に多数の哆開創を生

じさせる攻撃を加えたのに対し，被害者が少なくとも４回にわたり左右の素手で上記

包丁による攻撃を防御したものと見られるから，被告人が被害者に対して上記包丁で

複数回にわたり刺突ないし切付け行為に及んだことが明らかである。そして，犯行の

開始から間もない時点で被害者が前頸部左側を刺突されるとともに，左手掌を貫通す

る損傷等を負わされた上，犯行の最終段階で左下顎付近を小型の包丁で刺突されて相

当量の出血をした結果，死に至ったものと認められ，犯行後に被害者が倒れていた場

所や周囲の血液の飛散状況から，被害者の頭部が西側の壁付近の床面に近い位置にあ
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る体勢のときに上記左下顎付近の致命傷を負ったものと推認することができる。 

ウ これに対し，被告人は，原審公判で，被害者を脅そうと考えて，左手に中型

の包丁，右手に小型の包丁を持って同人に刃先を向けたところ，同人が本件診察室南

側に頭を向けて転倒し，その足に引っ掛かって自らも転倒した後，床に仰向けになっ

た自分に対し，被害者が正面から覆いかぶさって左腕を自分の首の背面に回して上半

身を固定した上で，自分が左手に持っていた中型の包丁を被害者が右手で取り上げて

自分の顔に近づけてきたため，刺されると思って，自分が右手に持っていた小型の包

丁を闇雲に五，六回ほど振り回したところ，被害者の左頸部に刺さったが，手の届く

位置がその辺りだけであった，と述べている。 

しかし，被告人の述べる被害者の負傷が生じた経過は，同人の上記受傷状況や本件

診察室内の血液の付着状況と整合しない上，被告人が包丁を取り出したことを契機に

被害者が警察官を呼ぶよう発言した後の時点で被告人と被害者とが立位で対峙して

いたと述べるＦ証言とも反する内容である。しかも，両手に包丁を持った状態の被告

人を被害者が押さえ付けて片方の包丁だけを取り上げて攻撃を加えようとしたとい

う状況自体が不自然かつ不合理なものであり，被害者がそのような行動を採るとはお

よそ考えられない。その上，被告人が被害者を刺した状況等について，捜査段階に引

き続き，原審公判に至っても度々供述内容を変更していることも踏まえると，被告人

の上記供述を信用することは困難というほかない。 

エ 以上のとおり，被告人は，その形状等を認識していた２本の包丁を用いて，

被害者に対し，人体の枢要な部分に多数の哆開創を生じさせる複数回の刺突ないし切

付け行為に及んだ上，最終的に小型の包丁で左下顎付近を左側の外頸動脈と内頸静脈

を切断して頸椎に切痕を生じさせるほどの強い力で刺突したものであり，それらが意

図的な行為であったと認められる。これらの事情に照らすと，被告人が殺意をもって

本件犯行に及んだ事実を優に肯認することができる。さらに，被告人が犯行直前に自

らの要求が通らないために被害者に対する不満を募らせていたと認められることや，

その犯行直後の言動も，被告人に殺意があったことを支える事情と見ることができる。 
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⑶ そして，上記⑵の説示と同趣旨をいう原判決の認定及び判断を是認することが

できる。 

  ア これに対し，所論は次のようなものである。すなわち，被告人の殺意を推認

した原判決に事実の誤認や推論過程における経験則違反があるといい，具体的には，

①致命傷の受傷状況や被害者と被告人の位置関係について， 血痕の付着状況から，

被害者が床に寝ている状況で致命傷の左下顎の創傷が生じたものと推認できるから，

その創傷が転倒した被告人が上に乗った被害者に対し小型の包丁を振り回して付い

たという被告人供述は，上記の客観的状況と一致しており，信用することができる。

そして，被告人の述べる犯行態様によれば，意図的に被害者の首や顎を狙って刺した

ものでなく，上記創傷の深さから見て力任せに刺したものでもない。 左下顎付近と

前頸部左側の哆開創について，刃物の刺入方向が逆と述べるＧ医師の上記証言は，同

人作成の鑑定書に前頸部左側の哆開創の右創角の性状が乾燥のため不詳であると記

載されている上，その創の写真を見てもいずれの側が峰か刃かを断定できないから，

信用性に疑問がある。②被告人の顔面に刃物で生じた擦過傷が４か所ほどあることは，

被害者が被告人から取り上げた包丁で攻撃を加えた事実があったことの証左である。

③被告人は一貫して殺意を否認しており，犯行直後の「こんで終わりだ。俺も懲役行

くわ。」という発言が被告人の殺意を証明するものといえない。④被告人に被害弁償

を受けるため被害者を脅す意図があったが，殺害の動機はなかった，というのである。 

  イ しかし，まず，上記⑵ウのとおり，被告人の原審供述を信用することができ

ないから，それを前提とした所論は前提を欠く。また，① 被告人が被害者に押さえ

付けられた状況で左下顎付近の創傷が生じたものと認められない上，被害者の受傷状

況や上記創傷の深さに照らし，被告人が意図的に相当な強さの力を込めて刺突したこ

とは明らかである。さらに， 原審で取り調べられなかった鑑定書に基づく所論に採

用の余地がない上，Ｇ医師が専門的知見と実際に被害者を解剖した結果に基づいて原

審公判で証言した創傷の形状等に関する内容について，信用性に疑いを生じさせる事

情は見当たらない。一方，②被告人の顔面の擦過傷はいずれもごく浅く，一定の長さ
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のある創傷であり，包丁を持った被告人が被害者ともみ合った際等，被害者の被告人

に対する攻撃以外の原因で生じた可能性が十分に想定できるから，被害者による攻撃

の存在を示すものとはいえない。そして，③④上記⑵のとおり，被害者の受傷状況等

に照らし，被告人が被害者を包丁で刺突するなどした本件犯行の際に殺意があったこ

とが強く推認されるのに対し，被告人が一貫して殺意を否認し，被害者の殺害を意欲

するほどの動機が認められないとしても，上記推認を妨げる事情とはいえない。 

したがって，所論は全て採用できない。 

ウ 以上のほか，所論が指摘するその他の点を検討しても，本件について被告人

の殺意を肯認した原判決に所論のような事実の誤認はない。 

 ⑷ 以上の次第で，事実誤認の論旨は理由がない。 

２ 量刑不当の論旨について 

 ⑴ 論旨は，被告人を懲役２１年に処した原判決の量刑が重過ぎて不当である，と

いうのである。 

 ⑵ 本件は，前記１に掲記したとおり，被告人が，かつて治療を受けた歯科医院で

５０歳の男性歯科医師を包丁で刺して殺害した（原判示第１）ほか，その際に刃体の

長さが１１．４センチメートル前後と１５．３センチメートル前後の包丁２本を不法

に携帯した（同第２），という事案である。 

 そして，原判決が説示する量刑事情及び評価は是認することができる。すなわち，

被告人が包丁を用いて意図的に人の生命を奪ったという罪質や内容を考慮しただけ

でも，本件はそれ自体として重大かつ悪質な犯行である。しかも，被告人は，素手で

防御する被害者に対し，人体の枢要部である顔面や頸部，胸腹部等を持参した複数の

包丁で多数回にわたり突き刺すなどし，左手掌を貫通する哆開創等，多数の創傷を負

わせた末に，左下顎付近を刺突して多量の失血により絶命させており，犯行の具体的

な態様が強固な殺意に基づく残忍かつ執拗なものであり，原判決の説示するように明

確な計画性がなかったとしても，悪質性が高いというべきである。一方，被害者は，

かつて施した歯科治療に関し不満を述べる患者に対し，治療方法の選択理由を説明す



 

                  7 

るとともに代替の解決策を提示するなど，懇切な対応をしていたのに，突然に包丁で

襲われて生命を奪われたものであり，被った身体的な苦痛や無念さが計り知れない上，

被害結果がもとより重大であり，遺族が厳しい処罰感情を抱くのも当然の心情である。

他方，被告人は，上記歯科治療に起因して歯の痛みや不具合が生じたと決め付けて，

被害者に不満を訴えた末に慰謝料を要求したものの，思い通りにならなかったことに

怒りを募らせて凶行に及んだものと認められ，身勝手で理不尽な行為というほかない。

その上，被告人は，昭和６２年９月から平成２０年１２月までの間に業務上過失致死

や道路交通法違反，拐取及び拐取者身代金要求，窃盗等の罪により３回にわたり懲役

刑に処せられて服役したほか，平成６年９月に銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪によ

り罰金刑に処せられた前科があるのに，再び本件犯行に及んでおり，規範意識にもか

なりの問題が認められる。加えて，本件は，法的な保護に値する正当な治療行為をし

た歯科医師に対し，上記のような経過で有無を言わさずに凶行に及んで殺害した事案

であるから，一般予防の見地からも取り分け厳しい処罰を免れないというべきである。

以上のような本件の罪質や犯情等に照らし，本件が単独で刃物を用いて１名を殺害し

た殺人事案の中で重い部類に属するとした原判決の評価を是認することができる。 

 そうすると，被告人が被害者を死に至らせた限度で事実関係を認めて謝罪の言葉を

述べるものの，犯行状況等に関して不合理な弁解に固執するなど，真摯に事件に向き

合う姿勢が見られないことなど，原判決の指摘する一般情状を踏まえ，被告人を懲役

２１年に処した原判決の量刑は，同種事犯における量刑との均衡を考慮しても，重過

ぎて不当であるとはいえない。 

⑶ 以上の次第で，量刑不当をいう論旨も理由がない。 

３ 結論 

よって，刑訴法３９６条により本件控訴を棄却し，当審における未決勾留日数の算

入について刑法２１条を，当審における訴訟費用を被告人に負担させないことについ

て刑訴法１８１条１項ただし書を，それぞれ適用して，主文のとおり判決する。 

   平成３０年６月１３日 
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